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海外プロジェクト最前線 

総価請負契約の問題点と代替契約方式 
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第１回（大野氏の顔写真付き） 

 人口減少に伴う人手不足や物価高騰が続く中で、長く日本の建設業界に根付いてきた総

価請負契約が危機にひんしている。海外プロジェクトでも例外ではなく、欧米各国で新時代

の契約形態を模索する試行錯誤が続けられている。建設業界に特化した英国のコンサルテ

ィング会社で、契約管理、スケジュール管理、紛争解決などの専門サービスを提供している

システックインターナショナルの大野紳吾氏は、自身が統括するチームで、主に日系建設会

社の海外建設プロジェクトの変更管理、クレーム管理、追加費用交渉、遅延分析など、リス

クの低減と利益の最大化に関する支援を実施して海外プロジェクトにつぶさに携わってき

た。こうした知見を国内に生かすべく、本紙に寄稿を寄せた。 

 昨今のウクライナや中東での戦争、物価上昇、為替変動など不確実な世界情勢により、多

くのコントラクターやサブコン（専門工事業者）が赤字プロジェクトを抱えている。その結

果、リスクを嫌うコントラクターやサブコンが新規案件に対して非常に高い見積金額を提

示したり、総価請負契約を拒否したりすることで、プロジェクトが成立しないケースが発生

している。 

 １９９０年代から続いてきた世界的な経済成長と比較的低い金利により、総価請負契約

はうまく機能してきた。しかし、２０２０年に発生したコロナ禍によって世界経済が混乱し、

建設業界も大きな影響を受けたことは記憶に新しい。２０２３年５月にＷＨＯ（世界保健機

関）がパンデミック収束を宣言したが、インフレ、為替、金利変動などの二次的な影響は現

在も続いている。このような状況下で、海外の一部のコントラクターはリスクの高い総価請

負契約を受け入れなくなっている。 

 本稿では、総価請負契約の特徴を再考するとともに、その他の数量精算契約、コストプラ

スフィー契約、アライアンス契約についても検討する。 
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◆総価請負契約（ランプサム契約） 

 ランプサム契約とも呼ばれる「総価請負契約」は、おそらく世界中の建設プロジェクトで

最も多く使用されている契約方式である。コントラクターはプロジェクトのリスクを見越

した固定価格（Ｆｉｘｅｄ Ｐｒｉｃｅ）を提示し、発注者と契約を結ぶ。この契約方式で

は、工期・コスト・品質の責任がコントラクターに集中するため、発注者にとってリスクが

低く手間が掛からないというメリットがある。 

 歴史をひもとくと、少なくとも１０００年以上前には建設契約の概念が存在していた。し

かし、総価請負契約が一般的に普及したのは比較的新しく、２００年前のナポレオン戦争時

における大規模軍事工事に総価請負契約が使われた記録が残っている。日本では明治時代

に民法が制定された際に標準的なモデルとなった。 

 総価請負契約を実施するには、以下の二つの条件が必要であると考える。 

 一つ目は、プロジェクトを完工するために必要な、全ての労務および資材の数量と費用の

見積もりができること。この条件を満たすためには、労務や資材の供給と価格が安定してい

ることが必要である。 

 二つ目は、コントラクターがプロジェクト完工のための運転資金を調達できること。プロ

ジェクトの利益率が高くても、支払い条件が悪ければプロジェクト遂行中のキャッシュフ

ローがマイナスになり、倒産リスクが高まる。そのため、コントラクターにとってプロジェ

クト運転資金確保が必須となる。しかし、現在の金融システムが確立する以前は運転資金を

確保することは簡単ではなく、総価請負契約は小規模で単純なプロジェクトに限定されて

いた。１９世紀から２０世紀にかけて金融システムが発展し、市場からの資金調達が可能に

なったことで、大規模で複雑なプロジェクトにも総価請負契約が使われるようになった。 

 次回は、機能不全を起こした総価請負契約の代替策について紹介する。 

 

第２回 

 現在、物価や金利の先行きが不透明なためにプロジェクトの見積もりや運転資金の調達

が困難となり、総価請負契約が機能不全を起こしている。この契約方式が機能しないのであ

れば、代替策を採用しようという考え方が海外の発注者やコントラクターの一部に広がっ

ている。 

 建設契約の歴史において、総価請負契約が普及する１９世紀以前の一般的な契約方式は

数量精算契約であった。この契約方式は現在でも広く利用されており、国際協力機構（ＪＩ

ＣＡ）の円借款案件で採用されていることから、馴染みのある読者も多いだろう。 

◆数量精算契約（単価契約） 

 数量精算契約は単価契約とも呼ばれ、作業ごとの単価を事前に合意し、実際の施工数量に

基づいて支払いが行われる仕組みである。このため、数量変動リスクは発注者が負担するこ

とになり、コントラクターの価格リスクは総価請負契約に比べて軽減される。 

 この契約方式には発注者にとっても利点があり、プロジェクト開始時点で設計が確定し



 

 

ていない場合や数量の変動が避けられない場合に有効である。例えば、土木プロジェクトに

おける掘削工事では、地下地盤の状況が事前に把握できないため、施工数量や工法がプロジ

ェクトの進行中に変更されることがある。総価請負契約で数量変動リスクがコントラクタ

ー負担になると、そのリスク分が契約金額に反映されるため、発注者の事業費は相対的に高

くなる。一方、数量精算契約では数量変動リスクを発注者が負担することで、事業費は相対

的に低くなり、発生コストの透明性が向上するという新たなメリットが生まれる。 

 しかし、数量精算契約にはデメリットも存在する。例えば、プロジェクトの総コストが工

事完了まで確定しない点である。発注者は、当初の事業予算内で完工できるか不確かなまま

プロジェクトを進める必要がある。また、最終的な施工数量や単価に含まれる作業内容をめ

ぐり、契約当事者間で意見が食い違い、紛争に発展することも少なくない。 

 このような不確実性のため、プロジェクトファイナンスなど第三者資金を伴うプロジェ

クトでは数量精算契約が敬遠される傾向がある。２０２２年のデータによれば、英国におけ

る建設プロジェクトのうち、数量精算契約の採用率はわずか４％にとどまった（総価請負契

約は７７％）。数量精算契約はコントラクターの価格リスクを軽減する一方で、そのリスク

を発注者に移転させるというジレンマを抱えており、プロジェクトの成立を困難にする要

因となる場合がある。 

◆コストプラスフィー契約 

 コストプラスフィー契約は海外で多くの事例がある一方、日本ではまだ馴染みの薄い契

約方式である。東日本大震災の復興事業の一部で採用された実績があり、今後の普及が期待

されている。この契約では、コントラクターが建設プロジェクト遂行に掛かった実際のコス

トに加え、一般管理費と利益を受け取る仕組みである。 

 コストプラスフィー契約には複数のモデルが存在し、リスク配分の方法も若干異なるが、

「発注者が実際に掛かったコストを支払う」という基本的な考え方は共通している。この契

約方式に存在する実務上の課題を次回、紹介する。 

 

 

第３回（図版付き） 

 従来の契約方式における根本的な問題は、「誰が価格リスクを負担するのか」という点に

ある。建設ビジネスでは多大な先行投資が必要であり、このリスクを可能であれば誰も取り

たくないのが実情である。下図は、異なる契約方式における発注者とコントラクターの価格

リスクを比較したものである。契約方式ごとに発注者とコントラクターのリスク分担のバ

ランスに違いがあることが分かる。各契約方式には実務上の課題もある。 

◆発注者のプロジェクト管理負担 

 コストプラスフィー契約では、プロジェクトのコスト管理を「オープンブック方式」で進

める必要がある。すなわち、発生する全てのコストについて発注者が支払いプロセスに関与

し、詳細を確認することが求められる。また、発注者は工事の進行状況を細かく監視し、品



 

 

質や生産性が適切であることを確認する責任を負う。このため、発注者のプロジェクト管理

チームが大規模化する傾向がある。 

 英国では、この方式が小規模および中規模プロジェクトで成功を収めている。特に「ＮＥ

Ｃ Ｏｐｔｉｏｎ Ｅ」という標準約款が広く利用されている。しかし、大規模プロジェク

トでは管理作業が増加し、発注や支払いの承認が遅れるリスクが高まる。その結果、プロジ

ェクトの遅延や紛争の発生につながる可能性がある。 

◆プロジェクトコストの上限問題 

 もう一つの課題は、コストプラスフィー契約においてプロジェクトコストが理論上無制

限になり得る点である。このリスクを抑えるために、「保証最大価格（Ｇｕａｒａｎｔｅｅ

ｄ Ｍａｘｉｍｕｍ Ｐｒｉｃｅ， 以下ＧＭＰ）契約」や「ターゲットプライス契約」と

いった発展モデルが開発されている。 

 「ＧＭＰ契約」は、コストプラスフィー契約に総価請負契約の要素を取り入れたモデルで

ある。通常のコストプラスフィー契約と同様に、実際のコストに手数料を加えた金額が支払

われるが、コストプラスフィー契約との違いはコントラクターがプロジェクトの最大価格

を保証する点にある。プロジェクトのコストが保証最大価格を超過した場合、コントラクタ

ーが超過分について責任を負う。発注者がコストの暴走に対する安心感を得られるととも

に、コントラクターもプロジェクト期間中のキャッシュフローを確保できるというメリッ

トがある。代表的な標準約款には「ＡＩＡ Ａ１０２－２０１７」がある。 

 ＧＭＰ契約のデメリットは、コントラクターが保証最大価格をなるべく高く設定しよう

とするインセンティブが働くことである。その点、「ターゲットプライス契約」は価格リス

クをコントラクターと発注者で共有することでコスト削減を促進する。プロジェクト開始

前に、発注者とコントラクターがリスク対応費用を含む総コストに合意し、プロジェクト終

了後に利益や損失を特定のルールに基づいて分担する。この方式では、利益が出た場合は双

方で利益を分け合い、損失が出た場合も同様に分担するため「Ｐａｉｎ ＆ Ｇａｉｎ Ｓ

ｈａｒｅ」契約とも呼ばれる。この方式の代表的な標準約款には「ＮＥＣ Ｏｐｔｉｏｎ 

Ｃ」がある。また、オーストラリアの州政府が採用した「インセンティブ型ターゲットプラ

イス」モデルも注目されている。 

 ただ、ターゲットプライス契約は、価格競争でコントラクターを決定する場合、受注を目

的とした無理な見積もりが行われることがあり、結果として予算不足に陥るという構造的

な問題がある。この課題に対応するために進化した契約方式がアライアンス契約である。次

回は、アライアンス契約の考え方を紹介する。 

 

  



 

 

 

第４回 

 アライアンス契約の基本的な考え方はターゲットプライス契約と同様である。コントラ

クターと発注者が事前に合意した総プロジェクトコストに対し、実際に発生した費用を支

払い、節約分または超過分を分配することでコントラクターにコスト削減を促す。 

 アライアンス契約がターゲットプライス契約と異なる点は、契約上の根本的な課題に取

り組んでいることである。具体的には以下の三つの柱が挙げられる。 

（１）オープンブック方式 

 コントラクターはすべての直接費を補償され、一般管理費と利益を手数料（フィー）とし

て受け取る。また、プロジェクトの予算超過や節約分を発注者とコントラクターで共有する

仕組みである。 

（２）「責任追及なし、紛争なし」の原則 

 極端な例外を除き、すべての関係者が責任追及や紛争を行わないことに合意する。 

（３）全員一致の意思決定 

 プロジェクトのほぼすべての決定をアライアンスメンバー全員の合意によって行う。こ

の原則により、議論や訴訟に費やされる時間とコストを回避し、アライアンスメンバーが自

己の立場を守るのではなく、プロジェクト全体の利益のために協力し合う「ｆｏｒ ｔｈｅ 

ｐｒｏｊｅｃｔ」の精神が醸成される。 

 アライアンス契約は英国で開発されたが、現在の中心地はオーストラリアである。同国で

は何百ものインフラプロジェクトで使用されており、連邦政府と州政府が公共プロジェク

トでの利用を推奨している。 

標準約款としては、２０１６年と１７年に英国で開発されたＦＡＣ－１（Ｆｒａｍｅｗｏ

ｒｋ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｃｏｎｔｒａｃｔ）およびＴＡＣ－１（Ｔｅｒｍ Ａｌｌｉａｎ

ｃｅ Ｃｏｎｔｒａｃｔ）が広く利用されている。また、１８年に発表されたＮＥＣ４アラ

イアンス契約約款（ＡＬＣ４）も注目されているが、実際の使用実績はこれからである。オ

ーストラリアでは、連邦政府が公開している「アライアンス契約ガイドライン（Ｎａｔｉｏ

ｎａｌ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｎｇ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ）」とその標

準契約が実務上重要な役割を果たしている。現在の経済状況により総価請負契約が試練に

さらされている中、アライアンス契約の成功が証明されれば、建設契約のパラダイムシフト

を引き起こす可能性がある。 

 

 ＊  ＊  ＊  ＊ 

 本寄稿では、総価請負契約の基本的なリスクに対応するためのいくつかの代替契約モデ

ルを探った。全てに対応可能な万能薬は存在しないかもしれないが、状況に応じた最適なモ

デルを選ぶことが重要である。日本でも２４年６月に建設業法・入契法の改正が公布され、

２５年末までに段階的に施行されることになった。この改正では「建設技能者の処遇改善」



 

 

「資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止」「働き方改革・生産性向上」を３つの柱とし

て、本稿で解説したコストプラスフィー契約の要素を一部導入することで発注者とコント

ラクター（最終的には建設技能者）の価格リスクの均衡を計ろうとしている。この改正は、

官庁工事のみならず民間工事にも適用されるという点で画期的な変更であり、これを契機

に従来型の総価請負契約以外の契約形態が日本でも認知され普及していくことを期待して

いる。 
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